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第２５江府町農業委員会総会会議録 

 

招集年月日 令和４年３月１１日（金） 

招 集 場 所 江府町役場２階多目的室 

 

開   会 午前９時３０分    会長宣言 

 

出席 農業委員（１０人）・農地利用最適化推進委員（５人） 

   １番  松本 良史     ７番  梅田  茂 

２番  高津 孝司     ８番  遠藤  功 

３番  船越 征子     ９番  奥田 隆範 

４番  加藤 直行    １０番  山本 信男 

５番  松原 憲治     

６番  本高 善久 

     見山  收         谷口 一郎 

     宇田川 保         竹内  求 

     神庭 良昌 

      

欠席 農業委員（１人）・農地利用最適化推進委員（０人） 

             １１番  長尾  保 

 

   職員及び関係者 局  長 松原 俊二 

 

１．議長は本日の議事日程を下記のとおり報告した｡ 

 

第１号議案 農用地利用集積計画（案）について 

第 2 号議案 農用地利用配分計画（案）について 

第 3 号議案 非農地証明について 

第４号議案 農地法第５条の規定による許可申請について 

第５号議案 農地法第５条の規定による許可申請について 

第 6 号議案 国土調査法に基づく地籍調査に係る地目認定について 

第 7 号議案 令和４年度農作業標準賃金（案）について 

 

２．議事についての記録は末尾のとおり｡ 

 

開   議  午前９時３０分 

 

会議録署名委員の決定 

議長、会議に先立ち下記のとおり署名委員を指名する。 

 

       １０番委員 山本 信男     １番委員 松本 良史 
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事務局： 皆さんおはようございます。定刻になりましたので、第２５回江府町農業委員会総会

を始めさせていただこうと思います。本日は長尾委員さんが欠席と言う事でございます。

そうしますと加藤会長の方から挨拶を頂きたいと思います。 

 

会 長： 皆さん改めましておはようございます。本日は第２５回の総会にご出席を頂きまして

誠にありがとうございます。３月も１１日、この頃になりますと日々春の訪れと言うも

のを実感する今日この頃でございます。さて、先月の総会においてわたくしどもの意見

書に対する回答書を町長から頂きまして、皆様方にご提示をさせて頂いたところでござ

います。大変誠意ある回答を頂いたと言う認識でございまして、総会が終わりましてか

ら松原代理さんと一緒に町長の所にお邪魔をし、面談をして、稲作支援金の政策発動を

中心にお礼を申し上げました。町長からは「これは前向きな交付金です。」と特に力説を

されておりまして、大変表情を明るく対応を頂きました。やはり今後も我々農業委員会

として、あるいは町当局のそれぞれの事業機能を発揮して、併せてこの様に町長との意

思疎通も大切にしながら、目的は町内農業者の皆様の利益のために、これからも専心取

り組んで行かなければならないなと言う事を改めて痛感をした次第でございます。以上

報告を申し上げます。なお今日は議案として７号議案と盛りだくさんでございます。そ

れから合わせて課題であります最適化交付金の活動記録簿の意思統一、これ辺りも事務

局長さんの方で取り運びを頂いて、皆さんで今後の方向性について意思統一が図れたら

という風に考えております。以上を申し上げましてご挨拶に代えさせていただきます。 

 

議 長： それでは総会審議に入ります。今日は欠席者が１名、本日出席委員数は会議規則第５

条により、委員定数の過半数に達しておりますので本総会は成立していることをご報告

申し上げます。次に議事録署名委員の指名でございます。署名委員を議長が指名するこ

とにご異議ございませんか。 

 

委 員： 異議なし（全員） 

 

議 長： ありがとうございます。それでは議席番号１番、松本委員、同じく議席番号１０番、

山本委員にお願いをします。尚会議書記は事務局を指名します。それでは日程に従いま

して報告事項に入ります。事務局長より説明をお願いします。 

 

事務局： 報告事項２件ご説明をさせて頂きます。まず２ページをご覧ください。合意解約につ

いて２件上がっております。受付番号６番、借人が○○の〇○○〇さん、貸人が〇○○

にお住いの○○○○さん、農地が大字○○字〇○○△△△△番、△，△△△㎡の○でご

ざいます。平成△△年△月△日から契約が始まったおりまして、△年間の契約の予定で

ございましたが、令和△年△△月△△日に合意が成立し、土地の引き渡し△月△日と言

う事で、△年間の契約でございました。借人のご都合による解約と言う事でございます。

地図を３ページに付けております。続きまして受付番号８番、借人が○○の〇○○さん、

貸人が○○の○○○さん、農地が大字○○字○○△△△△番他全部で△筆、合計面積が

△，△△△㎡、全て○でございます。こちらも契約の開始が平成△△年△月△日から△

年間と言う事でございましたが、令和△年△月△△日に合意の成立そして土地の引き渡
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しと言う事で、△年△△△間の契約でございました。こちらも借受人の方の都合による

解約と言う事でございます。地図を４ページに付けております。続きまして５ページを

ご覧ください。令和３年の江府町農地賃借料情報と言う事で、こちらの方を報告させて

いただきます。毎年１月から１２月までの年間の賃借料の額等を公表しているところで

ございます。令和３年１月から１２月までの１２カ月間を表にしたものが以下のとおり

でございます。なおこのデータにおきましては賃借料を物納としている場合は、３０キ

ロ当たり５，０００円に換算しております。数値は全て１００円単位としておりまして、

１００円未満につきましては四捨五入をしております。報告事項としましては以上でご

ざいます。 

 

議 長： ありがとうございます。以上報告事項につきまして皆さんの方から質問、ご意見をお

願いしたいと思いますが、賃貸料情報については実績、興味深い数値が取り纏まってい

る様でございます。それでは打ち切りまして日程６の議事に入らせていただきます。そ

れでは議案第１号、農用地利用集積計画（案）につきまして、提案説明をお願いします。 

 

事務局： はい、議案第１号、農用地利用集積計画（案）についてお諮り申し上げます。７ペー

ジから続いておりますが、相対による契約が４件ございますが全て新規でございます。

そして機構を介しての契約が２件、こちらも全て新規でございます。それでは説明をさ

せて頂きます。８ページをご覧ください。申請番号１０番、農地が大字〇○○字〇○○

△△△△番、△△△㎡の○でございます。貸付人が○○○の〇○○〇さん、借受人が〇

○○〇○○〇○○○、○○の作付けで賃料は○○、期間は令和△年△月△日から令和△

△年△△月△△日までの契約でございます。地図を１９ページに付けております。続き

まして申請番号１１番、農地が大字〇○○字〇○○△△△△番、△，△△△㎡の○でご

ざいます。貸付人は○○○の○○○○さん、借受人は同じく○○○○○○○○○○、○

○の作付けで賃料は○○、期間は令和△年△月△日から令和△△年△△月△△日までの

契約でございます。地図を２０ページに付けております。はぐっていただきまして９ペ

ージ、申請番号１２番、農地が大字○○字○△△△△番、△，△△△㎡の○でございま

す。貸付人は○○の〇○○さん、借受人は同じく○○の○○○○さんで、○○の作付け

予定で賃料は○○、期間は令和△年△月△日から令和△△年△△月△△日までの契約で

ございます。地図を２１ページに付けております。続きまして申請番号１３番、農地が

大字〇○○字〇○○△△△△番、△，△△△㎡の○でございます。貸付人は○○○の○

○○さん、借受人は○○○の○○○さん、○○の作付け予定で賃料は○○、期間は令和

△年△月△日から令和△年△△月△△日までの契約でございます。地図を２２ページに

付けております。地区担当の長尾委員さんからコメントを頂いております。今回新規と

言う形で挙がってきておりますけども、管理等は○○さんが従来から頼まれてやってい

たと言う事でございますが、今回正式に出たと言う事で挙げさせていただいたところで

ございます。それぞれ借受人の方の経営状況につきましては１３ページに一覧を付けて

おりますのでご参照いただけたらと思います。続きまして中間管理権による案件でござ

います。１４ページをご覧ください。こちらが２件でございます。申請番号１４番、農

地が大字○○字○○○○△△△番他全部で△筆、合計面積が△，△△△㎡の○でござい

ます。貸付人は○○の○○○○さん、借受人は〇〇〇〇○○〇〇〇〇○○○○でござい
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ます。○○と○○の作付けを予定されております。地図を２２ページに付けております。

続きまして申請番号１５番、農地が大字○○字○○○△△△番△の△他全部で△筆、現

況地目は〇、全体面積としては△△，△△△㎡ございますが、その内の△△，△△△㎡

が△筆合わせた面積でございます。貸付人は○○○○○、借受人は同じく〇〇〇〇○○

〇〇〇〇○○○○でございます。○○の作付けが予定されております。地図を２３ペー

ジに付けております。赤で囲ってあるところが申請地になります。なお１４番、１５番

の案件につきましては議案第２号の配分計画の方で出てまいります。以上です。 

 

議 長： はい、それでは地区担当委員の方のコメントを頂きたいと思います。申請番号１０番、

１１番は○○○案件ですので、松原代理よろしいでしょうか。 

 

松 原： はい、○○○△件出ておりますが、１０番の○○○○、この方は△△△○の方でまだ

お元気ですが、今○○さんと一緒に○○に出ておられます。実質的には○○さんが通い

農業でずっと作っておられましたけど、病気になられましてちょっと無理だと言う事で、

今回○○○○○○の方でお世話になるという風になりました。もう一件は前回の総会で

合意解約になった件でございまして、これも○○○○の方でお世話になると言う事でご

ざいます。○○○○○○の集積が全体で△町△反になりました。目標は○○町の様でご

ざいますので、今後も○○○○○を主体に○○○○の方に集積されるのではないかとい

う風に思っております。以上でございます。 

 

議 長： それでは申請番号１２番、○○地内、奥田委員さんよろしいでしょうか。 

 

奥 田： はい、この土地は以前○○○○が借りておられた農地でした。去年は○を作られた様

ですけども、ここの土地は○○さんの○○から遠いと言う事もありまして、誰か作って

くれる人はいないか探しておられた様ですけども、この土地の近くに○○さんの土地が

ありまして、この度○○さんが作られると言う事です。 

 

議 長： ありがとうございます。○○○地区は今事務局長が代わって説明をされました。１４

ページの申請番号１４番、１５番、これは○○地内で〇○○もありましけども中間管理

機構を介してと言う事です。高津委員さん何かコメントがありますか。 

 

高 津： はい、〇○○地内と言う事で、２３ページに見取り図がありますけども、赤の所を〇

○○○さん、青の所を○○さんと言う〇○○〇○○を作っておられる農家の方です。道

を挟んで左側のところは今まで○○を〇○○〇○○○○が作っていて、後を○○が作る

と言う事で申請をしております。 

 

議 長： ありがとうございます。それでは質疑に入ります。質問、意見のある方は挙手をお願

いします。いかがでしょうか。今松原代理がおっしゃった様に○○○○○○の△．△ｈ

ａまで集約が進んでいると言う事で、〇〇〇地内の方も集積の対象になっているようで

ございます。いかがでしょうか。それでは質疑を打ち切り採決を取ります。議案第１号、

農用地利用集積計画（案）につきまして、原案賛成の方の挙手をお願いします。 
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委 員： はい（全員挙手） 

 

議 長： ありがとうございます。全員賛成で本案は原案通り決定いたしました。続きまして議

案第２号、農用地利用配分計画（案）につきまして提案説明をお願いします。 

 

事務局： 資料の２４ページになります。議案第２号、農用地利用集積計画（案）についてお諮

りを申し上げます。捲って頂きまして２６ページになります。こちらをご覧ください。

整理番号１番、こちらが○○○○○○○○さんの方に配分になります。続きまして整理

番号２番、こちらが○○○○○○、こちらは〇○○の〇○○〇○○さんです。そして２

７ページ、整理番号３番、〇○○の○○○○○○○○さん、こちらにつきましたは高津

委員さんの方からもお話を頂きましたが、○○○の農地に係る部分でございますので、

この辺の経過等につきまして１２月から新たに高津委員さんも農業委員さんになってい

ただきましたが、実際この農地につきましては○○並びに○○○○の一人として会議、

調整で関わって頂いているところでございます。図としましては２３ページ、３７ペー

ジに同じ図を付けさせて頂いております。どちらかを見て頂けたらと思います。〇○○

の農地につきましては、令和△年△月に解約が出て来まして、その後次の担い手がなか

なか見つからなかったところでございます。それまでは○○○○○○○○さんの系列の

〇〇〇〇○○〇〇〇〇○○○○さんが借りておられまして、○○の作付けをされていた

ところでございます。そう言った中で町当局並びに中間管理機構もあちこち当たっても

らった中で、△月△△日だったと記憶をしておりますが、△社集まって頂いて中間管理

機構も介した中での打ち合わせによりまして、今の見開きの図のとおり緑色の所は○○

○○○○○○さん、薄い青色の所が〇○○〇○○さん、主に○○○○○○の計画をされ

ております。赤い色になっております所が○○○の○○○○○○○○さんと言う事でご

ざいまして、この△社の中での農地の配分と言うのも協議をされて、今回契約になって

挙がってきたと言う所でございます。２６ページをご覧いただけますでしょうか。○○

○○○○○○さんとしては〇○○の部分につきましては○○の作付けをすると言う事で

令和△△年△月△△日までの契約をされております。○○さんの方につきましても〇○

○〇○○の作付けを予定しておられまして、こちらも期間としましては、令和△△年△

月△△日までと言う事でございます。２７ページをご覧ください、〇○○〇○○○○さ

んでございます。こちらは○○を計画と言う事で、こちらも同じく令和△△年△月△△

日までの契約と言う事です。△社の経営状況は３２ページから３５ページに載せており

ます。以上でございます。 

 

議 長： はい、以上提案説明をいたしました。早速質疑に入りたいと思います。質問、意見の

ある方は挙手をお願いします。 

 

松 原： 良いですか。 

 

議 長： はい、松原代理お願いします。 
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松 原： ○○○○さんがものすごい面積、前の○○の所を借りてやられているんですけども、

○○を作ってどの様な経営をされるんですか。○○と言う感じになるんですか。 

 

事務局： はい、こちらが農林サイドに去年の△月辺りから農地を借りたいと言う話が来ており

ました。○○○○さんとしましては、親会社が同じく○○にあります〇〇〇〇○○〇〇

〇〇○○○○○○でございます。こちらが○○○○等の生産販売をされている会社でご

ざいます。大きな会社でございますけども、こちらの方で今現在○○○○○○○の計画

をされている様でございます。場所としては○○方面、○○辺りにその○○、○○○を

持っておられる様でございますけども、こちらの方に向けての○○を○○○○○によっ

て○○をすると言う計画でこちらに入られたと言う所でございます。本当は○○、○○

○の○○と言った場合には使用料として△，△△△円と言う金額を払いながら行くには、

経営上としてはおそらくそこまで高い○○にはならないと言う事でございますけども、

そう言った○○○○○の方にも転用を将来考えておられる中での先行投資的な参入と言

う事の様に聞いております。 

 

松 原： 分かりました。親会社がちゃんとしておられて、将来を見越して○○○○○○○をや

られると言う事になれば、途中で辞めたと言う事がないという理解で良いですかね。も

う一つ今まで○○○○さんが作っておられて困ったのは、○○○○○に○○、○○○が

流れ込んで非常に○○になって問題があったんですけど、今度○○と言う事になれば、

○○○○○○○みたいなものだから、○○の○○はあまりなくて、○○○○○には寧ろ

いい形になると言う事ですか。そう言う理解で良いですか。 

 

事務局： はい、こちらも実際契約をする前段からそのお話はずっとしておりまして、範囲とし

ましては、○○○○○から○○、○○方面あの辺りに全て影響するものですから、先ず

は○○○○、○○の○○、これについては気を付けて頂きたいと言う事をお話をしてい

るところです。実際全域を一度の耕すと言う事はされないと言っておられます。松原委

員からありました〇○○〇○○〇、要は○○の○○を止める様な部分を設けながら徐々

に拡大をして行くという風な事を言っておられますので、その辺りは契約の中にうたっ

ています。 

 

松 原： 分かりました。 

 

宇田川： 毎年耕耘をするのですか。それが問題です。 

 

事務局： 言われる通り、永年の冬を越せる様な作物、もう一つは○○○○○のために糖分の高

い○○と言うのがあるそうでして、そう言った植物の品種を選びながら展開をして行く

と。 

 

宇田川： ○○は良いんです。耕耘を毎年すると言う事は泥が流れると言う事だから、そこが問

題なんです。植えてしまったら２、３年刈るだけでいいのなら、そこが聞きたい。 
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高 津： 良いですか。集落で聞いているのは○○○○と言う事で、△〇〇〇○○○○○だけと

言う事を聞いております。耕作の手順なんですけど、先ほどから出ている通り○が○○

すると言う事が一番の問題でして、それを打破するにはどうすればいいかと言う事で、

先ほどの○○○○○○○の話もあったんですけども、そう言うのも○○しながら耕耘し

たり、○○が○○ない様な耕作の作付けと言うか、一度に△△町と言うものをせずに段

階的に、△ヵ年計画で順次やって行くと思います。○○の○○の方にもそう言う○○を

蒔いています。○○○○○と言う事ですので、最終的には○○を持って帰って○○○を

使うような仕掛けですので、どれだけの○○が○○するかはまだ分からないですけども、

なるべく○○○○がならない様な形で集落の方でも聞いております。 

 

議 長： ありがとうございます。それでは見山推進委員さん。 

 

見 山： 良いですか。この計画を見れば○○ばかりの話になっていますが、○○○○も書いて

ありますが、○○○○も植栽されると言う事ですね。 

 

高 津： ○○○○は聞いておりません。 

 

見 山： ３４ページの事業の種類の所に現在は○○○○とか○○、権利取得後には予定で○○

○○、○○と書いてありますが。 

 

議 長： 事務局長 

 

事務局： はい、ここにもあります様に一応予定と言う事で○○○○と○○と取得後の欄に書い

てありますけども、江府町地内の赤く塗ってある部分については○○という風にお聞き

いております。ここにもありますけども○○○○○とかあの辺り、○○○○○は○○を

されております。他の○○○辺りで一部○○○○を栽培されていると言うところで、品

目としては○○○○も入れられているという風に理解しておりますけども、江府町地内

の○○○につきましては○○という風にお聞きしたおります。 

 

見 山： ○○なら良いですけど、○○○○とかになれば毎年起こして堆肥なりいろいろな物が

入ると思いますので、それがまた○○○は直に○○○○は全部そこから取っております

ので、特に注意をして頂ければと思います。 

 

議 長： 分かりました、今事務局長が言った様に事業としては○○○○が入っているけども、

本町の場所においては○○○○はない○○だと事務局長が断言されましたので、それで

農業委員会としては整理をするという風にさして下さい。ありがとうございます。その

他いかがでしょうか。 

 

高 津： 集落もその辺は重々、隣近所の話ですので見張りをしながら、逐一委員会の方にも報

告をします。 
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見 山： お願いします。 

 

議 長： まだ議論があろうかとは思いますが、○○、○○○○、中間管理機構が介して事業者

と面談をしていますから、的確な事業者、適格法人であるとは認められると思いますが、

今議論がある様に○○集落が、〇○○〇○○○○がどの様な考え方をお持ちなのか、こ

の審査にあたって、それから同時に下流域の○○○集落も全く関係がないとは言えない

と思うんです。それぞれの集落それから○○の場合は○○の立場も含めて、何かご意見

がありましたらお尋ねをしたい、お聞きしたいんですが、高津委員さんどうですか。 

 

高 津： はい、先ほどもお話をしました様に、○○を作るにも○○○○が丁度反対側にいます

ので、春作業から秋の収穫まで逐一作業内容は分かりますので、○○さんは○○にもい

るので、その辺の情報交換もしながら、どういう耕作のやり方とか、そう言う計画の話

は今後して頂く様にしていますし、その中で先ほどから出ています様に、○○だけと聞

いていたのに何で○○○○を作るの、と言う様な話があればこちらの方や役場の方に苦

言をしたいと思いますし、○○さんは元々○○○○○○を作っていますので、これは作

付けもそんなに多くないので、○○が○○するほどのことはないと思います。契約自体

は役場の方で集落を含めて３社協議をしていますので、先ほど議長さんからもありまし

た管理機構が間に入っておりますので、経営規模等踏み倒しと言う事は有ってはいけな

い事なので、その辺の保全関係は○○がやってくれていると思いますので、これは役場

も入っておりますので、十分かなと思います。 

 

議 長： ありがとうございます。一定関心も含めて何かあれば役場なり農業委員会の方にも申

して頂きたいと思います。○○○集落の梅田委員さん集落としてどの様なお考えをお持

ちでしょうか。 

 

梅 田： 集落には△△月か△△月の初め頃に一応こういう企業が○○○に入ると言う事は説明

をしました。私も親会社である〇○○〇○○○○○○○の本社に行きまして、その時に

○○の○○等○○と協議をして、なるべくしない様にと言う事をおっしゃられていたの

で、○○○としてはその言葉を信じるしかありませんので、○○道路でもありますので、

荒地があるよりは○○でも作ってもらえたら有り難い事だと言う考えでおります。 

 

議 長： はい、ありがとうございます。それぞれの集落、○○のご意見も伺いました。これを

踏まえて皆さんの方から再度質問、ご意見を賜りたいと思いますが。それでは質疑を打

ち切らせていただいて、いろいろとご議論はあるかと思いますけども、総じて相応の手

順を踏んで、関係する集落、○○のお考えも尊重する中でこの提案が出されていると言

う風に考えますので、採決を取らせていただきたいと思います。それでは議案第２号、

農用地利用配分計画（案）につきまして、原案賛成の方の挙手を求めます。 

 

委 員： はい（全員挙手） 

 

議 長： ありがとうございます。全員賛成で本案は原案どおり決定をいたしました。続きまし
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て議案第３号、非農地証明について提案説明をお願いします。 

 

事務局： ３８ページになります。議案第３号、非農地証明の申請についてお願いしたいと思い

ます。受付番号９番、大字○○字〇○○△△△△番、△△△㎡の〇でございます。こち

らは所有者の〇〇〇〇〇さんからの申請でございます。△△年以上農地として使用して

いないと言う事での証明願でございます。図を３９ページに付けております。△△△△

番の左手の方でございますけども、これが○○○集落の中を走っております○○でござ

います。△△△△番、赤く色づけをしてある箇所でございます。この細長い土地でござ

いますが、進入路、道路から入った一番突き当りに、お聞きしたところ昭和△△年頃○

○○○○等をしまう○○○○○、△△△㎡位の面積を一部○○○○○に転用と言う事で

申請をされて、その後だんだんと通路等で農地以外の形にして現在に至っていると言う

事でございます。以上です。 

 

議 長： はい、非農地証明の申請であります。竹内推進委員さん何かコメントはありますか。 

 

竹 内： ここの場所は○○さん個人の土地で、○○さん○○がここに帰って○○○○○○と、

これは大変喜ばしい事で良いのではないかという風に考えております。 

 

議 長： それでは質疑に入らせていただきます。質問、ご意見のある方は挙手をお願いします。

竹内推進委員さんのお話のとおりでして、次の段階で○○○○の申請もご審議いただき

ます。それでは質疑を打ち切り採決を取らせていただきます。議案第３号、非農地証明

について原案賛成の方の挙手を求めます。 

 

委 員： はい（全員挙手） 

 

議 長： ありがとうございます。全員賛成で本案は原案通り決定をいたしました。続きまして

議案第４号、農地法第５条の規定による許可申請について、提案説明をお願いします。 

 

事務局： はい、４０ページをご覧ください。議案第４号、農地法第５条の規定による許可申請

についてお諮りを申し上げます。受付番号７番、土地が大字○○○字〇○○〇△△番△、

△△△㎡の○でございます。貸人は○○の○○○○○さん、貸人は○○○○○○〇○○

○○○でございます。目的としましては○○の〇○○と言う事でございます。４１ペー

ジの事業計画書をご覧ください。転用の事業主体は〇○○○○○○○〇〇〇〇さんです。

○○○○○○の〇〇〇〇○○〇〇〇〇○○○○を受けられたと、こちらの○○の〇○○

さんが△△名くらいになる様です。その方の○○並びに〇○○〇、○○○の〇○○〇等

の○○〇を探しておられました。○○の方は○○○地内に見つかったと言う事で、ちょ

うど近くであると言う様な利便性も良いし、と言う事から申請が上がってきたと言う所

でございます。こちらの農地でございますけども、令和△年△月△△日まで○○○〇○

○○さんが同じ様に○○○さんの〇○○として転用をされておりました。△月〇で帰っ

てまいりまして昨年は所有者の方が〇〇をされたところでございますが、この度一時転

用と言う事で挙がってきたと言う所でございます。期間としましては許可の日から実際
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は始められますけども、工事の期間としまして令和△年△△月△△日までの契約と言う

事で挙げておられる様です。表土をはぎ取って別に保管をした後、そこにシートを敷い

て流用土の導入をされると言う形でございます。そちらの雨水等につきましては、既に

圃場内に排水側溝が設けられております。途中２か所ほど沈砂池を設けておられる様で

ございます。こちらを介して〇〇△△△〇〇の〇〇〇にあります側溝の方に流れると言

う事でございます。そう言う形で排水の計画をされている様でございます。場所としま

して４７ページに地図を付けております。以上でございます。 

 

議 長： 以上提案説明は終わりましたが、〇○○地区で本高委員さん何かコメントはございま

すか。 

 

本 高： 〇○○○さんと〇〇さんに話を聞きまして、以前にも事務局長から話があった様に、

○○○さんが使っておられたと言う関係もありましたので、よろしいのではないかとい

う風に思います。ただ雨水とかそう言う周りに迷惑を掛けないと言う手当をして頂ける

と言う事でございます。以上です。 

 

議 長： 本高委員さんからコメントを頂きました。それでは審議に入ります。質問、意見のあ

る方は挙手をお願いします。無い様です。本高委員さんがおっしゃったとおり、○○○

さんから、その後一時作物を作っていたんですね。それでまた再転用をすると言う事で

す。それでは質疑を打ち採決を取ります。議案第４号、農地法第５条の規定による許可

申請につきまして、原案賛成の方の挙手を求めます。 

 

委 員： はい（全員挙手） 

 

議 長： ありがとうございます。全員賛成で本案は原案通り決定をいたしました。続きまして

議案第５号、農地法第５条の規定による許可申請につきまして、提案説明をお願いしま

す。 

 

事務局： はい、４８ページになります。議案第５号、農地法第５条の規定による許可申請につ

いてお諮りを申し上げます。受付番号１０番、対象の土地が大字○○字〇○○△△△△

番、△△△㎡の○でございます。譲渡人は○○○○○さん、譲受人が○○○○さん、今

現在〇〇△△△番地にお住いでございます。○○○さんの〇〇さんに当たられます。先

ほど竹内推進委員さんの方からも概要を説明して頂きましたけども、こちらの箇所を〇

〇〇〇〇〇として転用したいと言う事でございます。４９ページに事業計画書を付けて

おります。こちらをご覧ください。申請理由と言うところでございますが、今現在〇〇

地内の〇〇〇〇を〇〇〇おられまして、○○○○で生活をしておられる状況でございま

す。〇〇さんも〇〇〇なられて〇〇〇いる○が〇〇になってきて、かねてより〇〇の近

くに○を〇〇〇〇という風な計画をお持ちでございまして、この度近くに○○○○を〇

〇〇〇と言う事で申請が上がってきたところでございます。周辺への被害防止策等でご

ざいますけども、被害防除計画が５３ページに付けてありますけども、基本的には〇を

〇〇〇後残りの〇〇については、〇〇を〇〇〇ことなくそのままの形で○○は〇〇○○



11 

 

をする様な形で考えておられます。先ほど非農地証明で承認を頂きました△△△△番に

おきましては、○○○○○を〇〇に〇〇をされて活用すると言う計画がされております。

以上でございます。 

 

議 長： それでは質疑に入ります。質問、意見のある方は挙手をお願いします。 

 

松 原： はい。 

 

議 長： 松原代理。 

 

松 原： △△△△番は先ほどの非農地証明の隣なんですけども、ここの農振の網はどうなって

いるんですか。 

 

事務局： 今回の申請のところは△△月△△日の第２０回の総会の時に振興地域計画の変更の意

見具申を頂いて、これを承認頂いて、その後手続きは完了をしております。 

 

松 原： 分かりました。 

 

議 長： その他ございませんか。それでは質疑を打ち切り採決を取ります。議案第５号、農地

法第５条の規定による許可申請につきまして、原案賛成の方の挙手を求めます。 

 

委 員： はい（全員挙手） 

 

議 長： ありがとうございます。全員賛成で本案は原案通り決定をいたしました。続きまして

議案第６号、国土調査法に基づく地籍調査に係る地目認定について、提案説明をお願い

します。 

 

事務局： 資料の方５５ページになります。議案第６号、国土調査法に基づく地籍調査に係る地

目認定についてお諮りをさせて頂きます。受付番号２０番、こちらは大字○○地区でご

ざいます。この度まとまって出てまいりました。５６ページに区域図を付けております。

①から⑨までブロックで示して頂いています。この区域の全体を示したものとしまして

は７７ページから７９ページまで、地籍調査で測量をされた図が付けてあります。農地

から農地以外になった筆が１１９筆と言う事で５８ページから７１ページまで上がって

おります。農地以外から農地になった筆が１９筆と言う事で７３ページ、７４ページに

なります。次に農地から農地になった筆が７筆、こちらは７６ページになります。以上

です。 

 

議 長： 以上提案説明を終わります。皆さん方の質疑に入ります。質問、意見のある方は挙手

をお願いします。 

 

松 原： よろしいですか。 
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議 長： はい、松原代理。 

 

松 原： 国土調査法に基づく地籍調査は全国的にやっているんですが、鳥取県は遅れている、

その中でも江府町も遅れている方の様なんですけど、直接農業委員会は関係してないん

ですけども、将来見として江府町の推進と言うか、どのくらい割合が終わっていて、後

どのくらいやるのかが分かりますか。町内の地籍調査の実態はどんな感じですか。 

 

議 長： 事務局、長把握しておられますか。 

 

事務局： すみません。江府町市内の何パーセントまで進んでいるかと言うのは、事務局のも把

握しておりません。 

 

松 原： 集落毎ですよね。 

 

事務局： ちょっと聞いてみます。申し込んでもなかなか順番には回って来ないと言う話は聞い

ておりますけども、これは調べます。 

 

議 長： 今回は○○で○○、○○は地籍調査の対象にはなってないですね。 

 

事務局： そうですね、このエリアとしては○○まで掛かってないです。 

 

議 長： 地籍調査は非常に良い調査で、○○地内は既に終わりましたけれども、所有権者と一

緒に山の中に入って現地確認をしながら進めて行くんですけども、職権で農地から農地

外に、農地から農地に、農地外から農地と全部調査をして、地目変をやってしまいます

ので、非常に良い仕組みなので、今松原代理もおっしゃったとおり出来るだけ早く町内

スキルにしてもらいたいなという風に思っております。その他いかがでしょうか。それ

では質疑を打ち切り採決を取らせていただきます。議案第６号、国土調査法に基づく地

籍調査に係る地目認定につきまして、原案賛成の方の挙手を求めます。 

 

委 員： はい（全員挙手） 

 

議 長： ありがとうございます。全員賛成で本案は原案通り決定をいたしました。続きまして

議案第７号、令和４年農作業標準賃金（案）について提案説明をお願いします。 

 

事務局： 資料の８０ページになります。議案第７号、令和４年農作業標準賃金（案）について

お諮りを申し上げます。８１ページに一覧を示させていただいております。こちらをご

覧ください。先月２月９日の総会の時に案を皆さんにお聞きしたところでございます。

一般農作業の表記を１時間当たりの単価、鳥取県の最低賃金を下回らないと言う形で、

時間単価の方に表記を変えさせて頂いたと言う所と、荒代掻きの整備田価格の８，２５

０円と言うところでございます。こちらは農業公社の金額と合わせたと言う所を了承い
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ただいたところでございます。これでお諮りをさせて頂きたいと思います。 

 

議 長： 以前皆さんからご意見を頂いた案件でございます。質問、意見のある方は挙手をお願

いします。それでは質疑を打ち切り採決を取ります。議案第７号、令和４年農作業標準

賃金（案）につきまして原案賛成の方の挙手をお願いします。 

 

委 員： はい（全員挙手） 

 

議 長： ありがとうございます。全員賛成で本案は原案通り決定をいたしました。上予定をし

ました議事を終了いたします。日程７のその他に入らせていただきます。事務局より説

明をお願いします。 

 

事務局： はい、それでは１ページをご覧ください。次回の農業委員会総会でございます。令和

４年４月１２日火曜日、午前９時３０分から、会場はこちら江府町役場２階多目的室で

お願いしたいと思います。続きまして農地相談会でございます。今月ですけども、３月

１７日木曜日、午後１時３０分から３時３０分まで、会場は役場１階相談室１で、担当

頂きます委員さんは、本高委員さんと山本委員さん、お忙しい中でございますがよろし

くお願いいたします。なお４月の相談会でございますが、４月２１日木曜日、午後１時

３０分から３時３０分まで、同じく役場１階相談室１の方で行います。担当頂きます委

員さんは梅田委員さんと長尾委員さんにお願いをしたいと思います。その他につきまし

ては以上でございます。 

 

議 長： 以上ですが、この点について何かご意見はございますか。無い様ですのでその他、事

務局長お願いします。 

 

事務局： （最適化交付金関係の説明） 

 

議 長： それでは今日は７件の議案を慎重審議いただきましてありがとうございました。やは

り新しい制度ですね、町の協力も得ながら、また我々の意思で条例変更までして、新し

い制度を導入したわけです。このことによって農業委員会の活動が活発化し来ると、そ

して何度も良いましけども、地域の皆さんの利益になれば言う事はありませんので、制

度達成のためにこういう局面になってしまいましたけども、きちんと整理をして次につ

なげていきたいと思います。本日は大変失礼しました。ありがとうございました。 
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令和   年   月   日 

 

    署名委員     １０番委員 

 

 

    署名委員      １番委員 


